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会  議  録 
 

会 議 の 名 称 令和元年度第１回守谷市文化会館運営審議会 

開 催 日 時 
令和元年６月２８日（金） 

開会：１４時００分 閉会：１５時１５分 

開 催 場 所 守谷市文化会館 会議室 

事務局（担当

課） 
生活経済部 市民協働推進課 文化会館 

出 

席 

者 

委  員 

鈴木会長，田中副会長，山口委員，中田委員，松本（実）委員， 

松本(時)委員，小西委員，藤門委員，鈴木（栄）委員 

計９名（欠席１名：鈴木（浩）委員）  

事 務 局 
松丸市長，岩田部長，鈴木次長，染谷室長，中村館長，島田係長 

計６名 

公開・非公開 

の 状 況 
■公開  □非公開  □一部公開 傍聴者数 ０ 人 

公開不可の場合

は そ の 理 由 
 

会  議  次  第 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 委嘱状の交付 

４ 議題 

（１）会長・副会長の選出について 

（２）報告事項 

第１号 平成３０年度事業報告について 

第２号 守谷市文化会館運営審議会規則の一部改正に 

ついて 

（３）協議事項 

   第１号 令和元年度事業内容について 

   第２号 令和２年度事業計画（案）について 

（４）その他 

５ 閉会 
 

確 定 年 月 日 会 議 録 署 名 

令和元年１１月７日 会 長  鈴 木 康 男 
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審  議  経  過 

１ 開会（事務局） 

【事務局から委員出席状況などを報告】 

本会議の委員総数は１０名で本日出席委員数は９名，半数以上の委員の方が 

出席しているので，守谷市文化会館運営審議会規則第７条第２項の規定により， 

本日の会議は成立していることを報告。 

また，「守谷市審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき公開とすること，

傍聴者がないことを報告。 

２ 市長あいさつ 

３ 委嘱状の交付 

   委嘱状，代表者鈴木康男氏に交付。 

   他の委員の委嘱状は，封筒に同封して配付。 

 

事務局 ：委員改選後の，第一回目の審議会のため，出席委員の自己紹介をお願 

いする。 

 名簿順に鈴木栄委員ほか８名の委員の自己紹介。 

 次に事務局の自己紹介。（岩田部長外４名） 

 

事務局 ：今回は改選後，初めての審議会ですので，会長が選出されるまでの議 

事進行につきましては，委嘱者であります松丸市長にお願いしたいと思 

います。 

     また，開会に先立ちまして，委員の皆様に御協議いただきたい事項が 

    あります。 

 

【議事に入る前に事務局から協議事項を説明】 

「守谷市審議会等の会議の公開に関する指針」におきまして，会議録 

    の作成及び公表につきましては「発言者の氏名は，記載しないこと。 

ただし，発言者の氏名を公にしても率直な意見の交換及び意思決定の 

中立性が不当に損なわれるおそれがないと認める場合であって，かつ， 

会議において承認を受けたときはこの限りではない。」と規定されており 

ます。 

  これまでは，会議録に発言者の氏名を記載することを委員の皆様に承 

 認していただき，市のホームページに公開しています。 

  そこで委員の皆様に，本日の会議の会議録につきまして，発言者の氏 

 名記載の是非についてご協議いただきたいと思います。 

  それでは市長，お願いいたします。 

 

松丸市長：ただ今，事務局から説明がありましたとおり，会長が決定するまでの 

間，議事の進行を務めさせていただきたいと思います。 

 最初に，本日の会議録につきまして，発言者の氏名を記載するかどう 
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かを協議したいと思います。 

 ご意見ございますか。 

 特に意見がなければ，発言者の氏名を記載することで，よろしいです 

か。 

委員一同：承認します。 

松丸市長：それでは，本日の会議録については，発言者の氏名を記載することに 

決定します。 

 

４ 議題 

（１）会長・副会長の選出について  

松丸市長：議題（１）会長・副会長の選出について，議題といたします。 

     会長・副会長の選出につきましては，守谷市文化会館運営審議会規則 

    第６条第２項の規定により，会長・副会長は委員の互選とするとなって

おります。 

     皆さんの意見を伺います。 

鈴木（栄）委員： 

     事務局の副案は，ありますか。 

松丸市長：ただ今，鈴木委員より事務局からの副案という意見がありましたが，

他に意見がなければ，事務局より副案があれば提示していただきたいと

思います。 

事務局 ：事務局といたしましては，学識経験者の中から選出されました，会長

に鈴木康男委員，副会長には田中一志委員を推薦いたします。 

     鈴木康男委員は，守谷市人権擁護委員の代表でもあり，昨年まで審議

会の会長を務めております。 

     また，田中一志委員につきましては，部落解放愛する会茨城連合会の

支部の代表でもあり，守谷市隣保館の生活相談員もしておりますので，

館の運営には精通しております。 

     この２名を推薦したいと思います。 

松丸市長：事務局より，会長に鈴木康男委員，副会長に田中一志委員という案で

ございますが，皆さん，いかがですか。 

委員一同：承認します。 

松丸市長：それでは，会長に鈴木康男委員，副会長に田中一志委員を選出いたし

ます。 

     御挨拶をお願いします。 

鈴木会長：会長挨拶 

田中副会長：副会長挨拶 

松丸市長：それでは，この後の進行につきましては，鈴木会長にお願いしたいと

思います。 

     よろしくお願いします。 

事務局 ：市長は，この後，公務が入っていますので，御退席いただくこととな
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ります。 

 

（市長公務のため退席） 

 

（２）報告事項第１号 平成３０年度事業報告について 

鈴木会長：それでは，議題の報告事項第１号，平成３０年度事業報告について， 

事務局から説明願います。 

事務局 ：報告事項第１号平成３０年度事業報告について説明。 

鈴木会長：ただ今の説明に対し，御質問等がありましたらお願いします。 

藤門委員：資料２頁の１相談員事業について質問ですが，「生活相談員が２名，１ 

７１日，１４１件」とは窓口で開いた日数ですか。 

 また，１４１件という数字は，相談件数のことですか。 

事務局 ：実績として，相談員２名で相談日数は１７１日，主に週２回程度巡回 

相談という形でお願いしております。相談件数は１４１件ありました。

藤門委員：そうすると，昨年よりも相談日は増えていて，相談件数が減ってます。 

 昨年は，相談日が１５３日で，相談件数が１６４件でした。 

 これは，どういうことでしょうか。 

事務局 ：相談方法は，窓口に相談日を開設しているわけではなく，相談員２名 

が巡回訪問という方法で行っています。 

 相談件数の実績は，１日に２件とか３件の相談を受ける時もあります。 

藤門委員：了解しました。 

藤門委員：次に，資料３頁の３文化会館まつり事業について質問ですが，まつり 

事業は，平成２９年度は建物工事関係で中止となり，平成３０年度は意 

向調査及び検討会を開催して中止となっています。 

     文化会館まつりに参加するサークルの運営が厳しくなったのが，原因

ですか。 

事務局 ：サークルのまつり参加が大変になった理由は，会員構成の高齢化及び

まつり運営に参加する時間が取れないということが多いです。 

     この件に関しましては，３１年度計画の中で，詳しくアンケートの結

果を提示しております。 

     その時に，報告させていただきます。 

藤門委員：アンケートは，毎年取っているのですか。 

事務局 ：まつり実施に関するアンケート調査は，３０年度に初めて行い，引き 

続き３１年度も行い，結果としてまつり事業を中止しました。 

藤門委員：次に，７頁にある文化会館の年間利用者数について伺います。 

平成３０年度の利用者数は，平成２９年度に比べて，窓口業務の人数 

が３千人程増えていますが，理由は分りますか。 

事務局 ：平成２９年度は建物の改修工事があり，約２か月間，館の利用ができ 

ない期間があったためだと思います。 

鈴木会長：よろしいでしょうか。 
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     ほかに御質問等はございますか。 

鈴木（栄）委員 

：別紙資料３の文化会館の運営費について質問です。 

歳入金額については，よく分りました。 

歳出金額について，お伺いします。 

８７０万円と説明していた内訳は，文化会館の運営事業決算額と施設

維持管理事業決算額を足せばよいのですか。 

事務局 ：はい，そのとおりです。 

 文化会館関係の合計金額８，７０９，４３０円は，文化会館運営事業 

費３，８２５，８００円と文化会館施設維持管理事業費４，８８３，６ 

３０円の合計金額となっております。 

鈴木（栄）委員 

：分りました。 

鈴木会長：よろしいでしょうか。 

 

（２）報告事項 第２号 守谷市文化会館運営審議会規則の一部改正について 

鈴木会長：続きまして，報告事項第２号，守谷市文化会館運営審議会規則の一部

改正について，事務局から説明願います。 

事務局 ：報告事項第２号守谷市文化会館運営審議会規則の一部改正につい説明。 

鈴木会長：ただ今の説明に対し，御質問等がありましたらお願いします。 

     質問がなければ，原案どおり承認してよろしいですか。 

会員一同：承認します。 

 

（３）協議事項 第１号 令和元年度事業内容について 

鈴木会長：続きまして議題（３）番，協議事項第１号，令和元年度事業内容につい

て，事務局から説明願います。 

事務局 ：協議事項第１号令和元年度事業内容について説明。 

鈴木会長：令和元年度事業について，御質問等がありましたらお願いします。 

鈴木会長：ほかに質問がなければ，私から１つ質問します。 

各種講座の事業数について伺います。 

昨年度は５講座ありましたが，今年度は４講座の計画ですか。 

編み物講座がなくなったのですね。 

事務局 ：昨年は，書道・健康・編み物・料理・尺八講座を行いました。 

     編み物講座は何年か継続しており，既存のサークルも４サークルあり 

ますので，令和元年度の計画からは外させていただきました。 

 計画内容は，昨年の審議会で３１年度の計画案として審議していただ 

いております。 

 計画では，５講座，あと１講座として健康講座の計画を進めていまし 

たが，年度当初に講師の都合により中止としました。 

鈴木会長：ほかにご意見等がないようでしたら，協議事項第１号令和元年度事業 



6 

 

    内容について，原案のとおり承認してよろしいですか。 

委員一同：承認します。 

 

（３）協議事項 第２号 令和２年度事業計画（案）について 

鈴木会長：続きまして第２号令和２年度事業計画（案）について，事務局から説 

    明願います。 

事務局 ：協議事項第２号令和２年度事業計画（案）について説明。 

鈴木会長：ただ今の説明について，御質問等ありましたらお願いします。 

質問がないようでしたら，協議事項第２号の令和２年度事業計画案に

ついて，原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

委員一同：承認します。 

 

（４）その他 

鈴木会長：（４）番，その他についてお願いします。 

     事務局から，何かありましたらお願いします。 

事務局 ：その他については，特にございません。 

鈴木会長：それでは本日の議題は以上ですが，これで全て終了ということになり 

ます。 

事務局 ：以上をもちまして，令和元年度第１回守谷市文化会館運営審議会を閉 

会とします。 

 


